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○理工学会会則 

昭和63年12月１日 

（名称，事務所） 

第１条 本会は，龍谷大学理工学会と称し，事務所を龍谷大学瀬田学舎内に置く。 

（目的） 

第２条 本会は，会員相互の学術研究と技術開発に関する情報交流及びコミュニケーション

の推進を図ることを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う。 

(1) 研究会，コロキュウムの開催 

(2) 機関誌の出版 

(3) 学術講演会，シンポジュウム等の開催 

(4) 学生会員の研究・開発活動に対する補助 

(5) その他目的達成に必要なこと。 

（会の構成） 

第４条 本会は，次の者をもって組織する。 

(1) 普通会員 龍谷大学先端理工学部に所属する教育職員及び科学技術共同研究センタ

ーに所属する専任研究員並びに本会の趣旨に賛同する龍谷大学の専任の教育職員及び

事務職員 

(2) 学生会員 龍谷大学理工学部，先端理工学部，理工学研究科及び先端理工学研究科

の学籍を有する学生 

(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し，その事業を賛助する者で，第５条に定める総会で

入会が承認された者 

(4) 特別会員 前３号以外の者で，第５条に定める総会で入会が承認された者 

（総会） 

第５条 本会の重要な事項を決定するのに，総会を置く。 

２ 次の事項は，総会において議決する。 

(1) 事業計画に関すること。 

(2) 予算・決算に関すること。 

(3) 役員の選任に関すること。 

(4) 会員の入会・退会に関すること。 
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(5) その他重要な事項 

３ 総会は，普通会員全員で構成する。 

４ 総会は，会長が招集し，会長はその議長となる。 

５ 総会は，構成員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することはできない。ただし，

構成員が他の構成員に委任した場合は，これを出席とみなして処理することができる。 

（役員） 

第６条 本会に，次の役員を置く。 

(1) 会長 １名 

(2) 副会長 １名 

(3) 庶務委員 若干名 

(4) 編集委員 若干名 

(5) 会計委員 若干名 

(6) 会計監査委員 若干名 

２ 各役員の任期は１年とし，毎年４月に交替するものとする。ただし，再任を妨げない。 

（役員の選任） 

第７条 会長は，龍谷大学先端理工学部長が当たるものとする。 

２ 会長以外の他の役員は，総会の承認を得て会長が任命する。 

（役員の職務） 

第８条 会長は，本会の業務を統括し，本会を代表する。 

２ 副会長は，会長の職務を補佐し，会長事故ある時はその職務を代理する。 

３ 庶務委員は，会長の命を受けて企画・渉外・組織管理等本会の庶務的事項を処理する。 

４ 編集委員は，会長の命を受けて機関誌の発行等出版に関する事務を処理する。 

５ 会計委員は，会長の命を受けて本会の会計を処理する。 

６ 会計監査委員は，本会の会計監査を行う。 

（役員会） 

第９条 本会の日常的事務及び総会の委任事項を処理するため，役員会を置く。 

２ 役員会は，役員全員により構成する。 

３ 役員会は，会長が主宰する。 

（会計） 

第10条 本会の経費は，入会金，年会費，龍谷大学からの助成金，事業収入及び寄付金を

もって充てる。 
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（入会金） 

第11条 本会に入会を希望する者は，入会金を納入しなければならない。 

２ 入会金の額は，2,000円とする。 

３ 入会金の納入時期は，入会時とする。 

（年会費） 

第12条 会員は年会費を納入しなければならない。 

２ 学生の年会費は年額3,000円とし，半期ごとに1,500円ずつ，毎年度納入するものとす

る。 

３ 学生の年会費の納入時期は，毎年度４月及び９月とする。 

４ 教員の年会費は年額4,000円とし，毎年度納入するものとする。 

５ 教員の年会費の納入時期は，毎年度６月とする。ただし，期中に入会した場合は，入会

時とする。 

（会費等の免除） 

第13条 休学中の学生会員は，当該期間の年会費を免除する。 

２ 休学中の学生会員は，前項の免除期間内において，第３条第４号に定める事業の補助対

象外とする。 

３ 総会は，特別な事情があると認める者に対しては，入会金又は年会費のいずれか，若し

くは両方の納入を免除することができる。 

（改廃） 

第14条 この会則の改正又は廃止は，総会において決定する。 

付 則 

この会則は，平成元年４月11日から施行する。 

付 則（平成６年７月６日第４条，第６条，第８条改正） 

この会則は，平成６年４月１日から施行する。 

付 則（平成８年５月８日第12条改正） 

この会則は，平成９年４月１日から施行する。 

付 則（平成19年６月６日第12条改正） 

この会則は，平成19年４月１日から施行する。 

付 則（平成25年３月13日第11条，第13条改正） 

この会則は，平成25年４月１日から施行する。 

付 則（平成26年５月14日第４条第４号追加） 
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この会則は，平成26年５月14日から施行する。 

付 則（平成27年３月４日第４条改正） 

この会則は，平成27年４月１日から施行する。 

付 則（令和元年12月18日第３条第４号追加，第４条，第７条改正） 

この会則は，令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年12月24日第11条，第12条，第13条改正） 

この会則は，制定日（令和３年12月24日）から施行する。ただし，第12条第２項，第12

条第３項，第13条第１項及び第13条第２項の改正規定は，令和４年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年３月28日第４条改正） 

この会則は，令和６年４月１日から施行する。 

 


